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審議会等の会議結果報告 

１．会議名 平成３０年度第１回津市いじめ調査委員会 

２．開催日時 
平成３０年１１月８日（木） 

午後７時から午後７時３０分まで 

３．開催場所 津市役所本庁舎 ３階３１会議室 

４．出席した者の氏名 

（津市いじめ調査会委員） 

中村潔、萩吉康、廣瀬恵子、降籏道男、松浦均、村田昌彦 

（事務局） 

こども政策担当理事 福森稔、こども政策担当参事 鎌田 光昭、こ

ども支援課長 豊濱博幸、こども支援課調整・こども支援担当主幹 小

熊信行、こども支援課主査 立松勇紀 

５．内容 
（１）委員長及び副委員長の選任について 

（２）津市いじめ調査委員会の運営について 

６．公開又は非公開 公開 

７．傍聴者の数 なし 

８．担当 

健康福祉部こども支援課 こども支援担当 

電話番号 059-229-3284 

Ｅ-mail  229-3284@city.tsu.lg.jp 

 

・議事の内容   下記のとおり 

 

事務局 お待たせいたしました。ただいまからいじめ調査委員会を開催させていただ

きます。私、津市健康福祉部こども支援課の豊濱と申します。委員長が決まる

までの間、進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

会議の前に、資料の確認をお願いいたします。１枚目が事項書、２枚目が席

次表、３つめ、参考資料といたしましてホッチキスで２枚留めになっています。

最後に、資料といたしまして、ホッチキスで留めてあります、資料１、２、３

－１、３－２、３－３です。お間違えないでしょうか。 

 

それでは会議を進めさせていただきます。本会議は津市情報公開条例第２３

条の規定に基づき公開となっております。議事録は津市のホームページで公開

させていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いします。 

 

それでは、お手元の「事項書」に沿って、進めさせていただきます。 

 

まず１、「委員委嘱」でございます。 

いじめ調査委員会の委員の委嘱につきましては、本来ですと、津市長から、

委員お一人お一人に委嘱状を交付いたしまして、委嘱させていただくところで

はございますが、本日、公務が重なっておりまして、欠席をさせていただいて

おります。申し訳ございません。 

あらかじめ、それぞれのお席に委嘱状を置かせていただいております。誠に

失礼ではございますが、委嘱状の配付をもって、委嘱に代えさせていただきた

いと存じますので、今後もよろしくお願いいたします。 

 

続きまして、こども政策担当理事福森よりごあいさつ申し上げます。 

 

福森こども政

策担当理事（以

下「福森理事」） 

改めまして、皆さんこんばんは。津市健康福祉部こども政策担当理事の福森

と申します。よろしくお願いします。先ほど課長からお話しさせていただきま

したが、市長との調整がつかず、今回欠席となり、委嘱状を置かせていただき、
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誠に申し訳ございません。代わりまして、私のほうからご挨拶させていただき

ます。 

皆様におかれましては、いじめ調査委員会の委員の職をお受けいただき、御

多忙の中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

また、平素より、本市の児童福祉施策に、格別の御理解と御協力をいただき

まして、心からお礼申し上げます。 

さて、平成 25 年６月の「いじめ防止対策推進法」の成立を受けて、本市で

は「津市いじめ防止基本方針」を策定しております。この方針では、いじめを、

人として決して許されない行為とし、すべての児童生徒が安心して学校生活を

送り、様々な活動に取り組めるよう、学校の内外を問わずいじめをなくすこと

を目標に、各学校のいじめ防止の取組であったり、津市としてのいじめ防止対

策や、重大事態への対処等を定めています。 

本日開催の「津市いじめ調査委員会」につきましては、いじめ防止対策推進

法第 30 条第２項の規定により設置されており、市長が各学校での重大事態に

ついて、教育委員会を通じて報告を受け、その調査結果を再調査する必要があ

ると判断した場合に、市長からの諮問により開かれる委員会でございます。 

いじめ防止対策は、このように学校内や教育委員会にとどまらず、第三者機

関としての市長部局の役割も入れながら、体系的に取り組むこととなっており

ます。 

 幸いにも、平成 26 年にこの委員会が設置されて以来、重大な事態につなが

る案件はなく、当委員会の開催には至っておりませんが、委員の皆様におかれ

ましては、2020 年 10 月 31 日までの任期の間、各専門分野でのお立場から、

いじめ防止対策の取組に、お力添えをいただきたいと思います。どうぞ、よろ

しくお願い申し上げます。 

  

事務局 続きまして３の「委員自己紹介」をお願いしたいと思います。 

資料１をご覧ください。名簿順に中村委員からお名前、役職などお願いいたし

ます。 

 

中村委員 津人権擁護委員協議会からまいりました中村潔と申します。津人権擁護委員

協議会は 21 名の委員がおりまして、普段は隣の法務局を中心としていじめの

調査、救済の活動、それから啓発活動で特に幼稚園・保育園は 40 園くらい回

らせていただいて、人権教室など実施しております。今後ともみなさんのご指

導をよろしくお願いいたします。 

 

萩委員 萩と申します。皇学館大学におります。三重県の臨床心理士会からまた引き

続いて派遣されております。よろしくお願いします。 

廣瀬委員 廣瀬恵子です。三重県社会福祉士会の子ども家庭委員会を担当しておりま

す。私たちは、毎年里親についてとか、11 月の児童虐待防止推進月間には必

ず、一般の方も来ていただけるようなシンポジウムとかワークショップを開い

て、啓蒙活動というと大それたことですが、そういうこともやっております。

よろしくお願いいたします。 

 

降籏委員 弁護士の降籏でございます。事務所は、津駅前のアスト津ビルの８階にござ

います。事務所には７名ほどの弁護士がおります。最近三重弁護士会に若手が

どんどん入会しまして、190 名ほどの規模になってきております。我々はもう

追い出される年齢になっておりますので、今後は若手のほうも推薦していただ

ければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 



3 

 

松浦委員 松浦と申します。三重大学教育学部で、専門は教育心理学と社会心理学です。

教職の授業で、生徒指導論を担当しております。いじめの問題についても話せ

るように、きちんとした知識をつけるべく、自分自身も勉強しながらやってお

ります。４年前からこの委員会をやらせていただいておりますが、何事もなく

また２年間が過ぎることを祈ります。どうぞよろしくお願いします。 

 

村田委員 榊原病院の村田でございます。２年前は副院長ということで参加させていた

だき、この春から院長を引き継ぎました。当院では、児童思春期の患者さんが

増えてきているという印象を受けています。この春からは児童思春期を専門と

するドクターも着任され、増えている経験が生きればと思いますが、私も何事

もないのが一番かと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

事務局 ありがとうございました。 

それでは、事務局職員を自己紹介させていただきます。 

 

【事務局職員 自己紹介】 

 

それでは、続きまして５の議事の１「委員長及び副委員長の選任について」

でございます。 

委員長、副委員長につきましては、津市いじめ調査委員会条例第５条第１項

の規定により、「委員の互選により定める」となっております。選任について

いかがいたしましょうか。 

 

「事務局で案を出していただいてはどうでしょうか」 

 

それでは、事務局案をとのことですので、僭越ではございますが、案を発表

させていただきたいと思います。 

今回、委員全員再任でございます。委員長、副委員長共に残っておられます

ので、引き続き、降籏 道男委員に委員長を、松浦 均委員に副委員長をお引

き受けいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 

「お願いします」 

 

それでは、異議がないようですので、降籏 道男委員が委員長、松浦 均委

員が副委員長ご就任ということで決定したいと思います。よろしくお願いいた

します。それでは、恐れ入りますが、委員長、副委員長の席に移っていただき

ますようお願いいたします。 

 

（席の移動） 

 

委員長、副委員長、立て続けで恐縮ですが、何か一言ご挨拶をお願いします。 

 

降籏委員長（以

下「委員長」） 

僭越ながら委員長のご推薦をいただきましたので、また２年間やらせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

平成 26 年の当委員会スタート時から委嘱いただき、委員として籍を置いて

おりますけれども、先ほどご案内のとおり、重大な事案というのはこれまであ

りませんでした。実際に委員会で調査を行ったことはございません。キャリア

は長いですけれども、もし重大な事案が来たら初めての経験ということになり

ますので、みなさまご協力をよろしくお願いいたします。 
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松浦副委員長 私も前回副委員長をさせていただきましたが、今回も委員長をサポートしな

がらということになります。最後の砦ということで、ここまで上がってくる事

案は余程のことです。その前の段階で解決が図られ、ここまで来ることのない

ように祈りながら、精一杯がんばりたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 

事務局 ありがとうございました。 

それでは、津市いじめ調査委員会条例第６条第１項の規定により、議長は委

員長ということになっておりますので、降籏委員長に、議長をお願いいたしま

す。 

 

委員長 それでは、改めまして、議長を務めさせていただきます。 

議事進行につきまして、どうかご協力をよろしくお願いいたします。 

 

それでは、事項書の５、「議事」のうち、「⑵ いじめ調査委員会の概要につ

いて」資料２がございますので、事務局のほうから説明をお願いします。 

 

事務局 はい、それでは、事務局立松からご説明申し上げます。お手元にお配りい

たしました資料２、津市いじめ調査委員会条例と参考資料、いじめ防止対策

推進法をご覧ください。 

津市いじめ調査委員会は、津市が定めた「津市いじめ防止基本方針」に基

づき、いじめの防止等の対策に係る体系の一つとして、重大事態が発生した

時に、この重大事態といいますのは、参考資料のいじめ防止対策推進法第28

条に記載がございます。「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、

心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」場合と「相当の期間学校を

欠席することを余儀なくされている疑いがある」場合でございます。こうい

う重大事態が発生したときに、学校が教育委員会を通じて市長に報告すると

いうことになっていまして、報告を受けた市長が、この重大事態へ対処した

り、これと同じような事態が発生するのを防ぐために必要と認めるときに、

いじめ対策会議が行った調査結果について再調査を行うために、いじめ防止

対策推進法第30条第２項の附属機関として、設置されております。 

続きまして「所掌事務」といたしましては、先ほどご説明いたしました再

調査です。委員会は、市長の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法第28条第１

項の規定による調査、これは重大事態が発生した時のいじめ対策会議の調査

ですが、この調査結果について調査します。 

「組織」としまして、委員会は、委員10人以内で組織します。また、委員

は、関係機関の職員、学識経験のある者などのうちから市長が委嘱し、又は

任命するとしております。 

「委員の任期、委員長及び副委員長等」としまして、委員の任期は２年と

し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。 

また、委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定めま

す。 

委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となります。 

「意見の聴取等」としまして、委員会は、必要があると認めるときは、関

係者等の出席を求めて、意見・説明を聞き資料の提出を求めることができま

す。 

「庶務」としまして、委員会の庶務は、私ども健康福祉部こども支援課が

担当いたします。 

以上でございます。 
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委員長 ありがとうございました。ただいまの説明の中で何かご質問等は、ございま

せんか。 

 

（なし） 

 

よろしいですか。では次、事項書の「⑶ いじめ調査委員会の運営について」 

事務局のほうから説明をお願いします。 

 

事務局 では、資料の３－１をまずはじめにご覧いただきたいと思います。 

「津市いじめ調査委員会運営要領」でございますが、 

「第１ 趣旨」としましては、「当委員会の運営に関し、必要な事項を定めるも

の」としております。 

「第２ 会議の招集」としまして、会議の招集は、少なくとも１週間前までに

文書により、委員に通知するとしております。 

「第３ 会議の公開」としまして、当委員会は、津市情報公開条例、資料３－

３のほうにこの津市情報公開条例をご用意いたしておりますが、この第 23 条の規

定により、原則公開となるものの、公開しない場合のルールを定めております。 

⑴については、いわゆる不開示情報が含まれる場合 

⑵については、議事運営に著しい支障が生ずる場合 

でございます。 

「第４ 意見の聴取等」としまして、条例第７条、これはいじめ調査委員会条

例のほうでございますが、いじめ調査委員会条例第７条に規定する関係者等の出

席については、当委員会でお決めいただくこと等を定めております。 

「第５ 会議録」としまして、当委員会の会議録に掲げる事項を⑴から⑸まで

とすること、「第３ 会議の公開」で非公開としたもの以外は原則公開すること等

を定めております。 

「第６ 委任」としましては、この要領に定めるもののほか、必要な事項は当

委員会でお決めいただくとしております。運営要領については以上です。 

 

続きまして、資料の３－２をご覧いただきたいと思います。 

「津市いじめ調査委員会傍聴要領」でございます。 

「１ 傍聴する場合の手続」としまして、先着順での受付等について定めて

おります。 

「２ 会場の秩序維持」につきまして、会議を傍聴するに当たっては係員の

指示に従うこと、次の「３ 会議を傍聴するに当たって守っていただく事項」

に違反し注意に従わない場合には、退場していただく場合があることを定めて

おります。 

「３ 会議を傍聴するに当たって守っていただく事項」としましては、傍聴

者が守るべき事項を定めております。⑴から⑸までです。 

「４ 会議の非公開」としましては、あらかじめ非公開を決定した会議は、

傍聴できないこと、会議の途中で非公開の決定があったときは、傍聴者は速や

かに退室いただくことを定めております。 

 

 

続きまして、資料３－３をご覧いただきたいと思います。 

運営要領に「会議の公開」がございましたが、これについて、ご審議をいた

だきたいことがございます。 

いじめ調査委員会の任務は、重大事態が発生した場合に、いじめ防止対策推

進法第28条第１項の規定に基づく「いじめ対策会議」による調査結果について、
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再調査を行うことです。 

調査結果につきましては、特定の児童・生徒の個人情報が含まれており、こ

れらの情報は、津市情報公開条例第７条第１項第２号の「個人に関する情報で

あって、特定の個人が識別され得るもの」に該当する「不開示情報」に当たり

ます。次回以降、この会議が開催される場合、重大事態が発生し、「不開示情

報」が含まれる事項について審議することになりますし、会議を公開すること

により、その公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずるとも認められます

ので、津市情報公開条例第23条ただし書きの規定に基づき、非公開とすること

が適当であると考えます。 

つきましては、同じく津市情報公開条例第 23 条ただし書きの規定により、

会議の非公開は当該会議において決定することとなっておりますので、次回以

降の現委員の任期中の会議をすべて、原則として非公開としたいと考え、この

場で決定をいただきたく、あわせてご審議のほどお願い申し上げます。 
 

委員長 ありがとうございました。いじめ調査委員会の運営についての説明と、今後

の会議を公開にするか非公開にするか、ということについてのご提案がござい

ました。最終的にはこの委員会で決定することになると思いますが、まず説明

について何か質問がございましたら、お願いします。 

 

（なし） 

 

委員長 よろしいですか。なければ、今後の会議について非公開にするかどうかとい

うことでございますが、原則として個人に関する情報を思い切り扱うことにな

ろうかと思いますので、非公開はやむなしという気はしますが、今後の委員会

は非公開で進める、ということでよろしいでしょうか。 

 

「はい」 

 

よろしいですか。それでは、全会一致で、非公開で進める、ということでい

きたいと思います。 

それでは最後、６番の「その他」について、何かございましたらお願いしま

す。 

 

事務局 最初の理事のあいさつにもありましたように、現時点で、津市の各学校等

では、幸い、重大事態が発生しておりませんので、次回の当委員会の開催に

つきましては、予定しておりません。 

不幸な「いじめ」問題を芽の段階で摘み取るという津市の取組からします

と、今後、当委員会の開催はないことが望まれるわけでございますが、万が

一、お願いすることとなりました際は、ご案内をさせていただきますので、

お忙しい中とは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。 

なお、この後、研修会として津市立小中学校におけるいじめの状況につき

まして、教育委員会事務局から、ご説明する場を設けております。引き続き、

ご参加いただきたいと思います。 

以上でございます。 

 

委員長 ありがとうございました。 

これにて「いじめ調査委員会」を閉会いたします。進行を事務局にお返しい

たします。 

 

 


